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北海道遠別農業高等学校 いじめ問題への対応基本方針 
 

             北海道遠別農業高等学校                           

１ 趣 旨 

  本基本方針は生徒が互いの違いを認め、安心して学習や諸活動に取り組み、充実した高校生活を送れるよう、

いじめ問題への対応について示すものである。  

  そこで、対応方針を示すことによりいじめの抑止、適切な連携・協力が図られるよう、「いじめ防止対策推進

法」、「北海道いじめ防止条例」、「北海道いじめ防止基本方針」を踏まえ策定するものとする。 

２ 基本理念 

  (1) 校訓「礼・知・信」を生徒及び教職員が共に心に刻み、生徒が互いの違いを認め合い、支え合い、健やか

に成長することができるよう「いじめのない学校づくり」を推進する。 

  (2) 生徒が安心して学習等に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるように

する。 

  (3) 全ての生徒がいじめを行わず、また、いじめをはやし立てたり認識しながらこれを放置することがないよ

うにするため、いじめの問題に関する生徒の理解を深めること。 

  (4) いじめは決して許されないことであり、いじめを受けた生徒にも原因があるという考え方はあって

はならない。発生した事案に対しては、関係者相互の連携の下、緊張感を持ち迅速に対応する。 

 (5) いじめは「絶対に許さない」「本校にも起こりうる」「いじめる側が悪い」「未然防止は重要課題」という認

識のもと、いじめをうけていると思われる生徒を守るとともに、早期解消に向けて迅速かつ組織的に適切な

対応を行う。 

３ いじめとは 

  ア いじめの定義 

    当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じている

もの。 

  イ 態様 

(1)  冷やかしやからかい、悪口や脅し言葉、嫌なことを言われる    

(2)  仲間はずれや集団による無視 

(3)  軽くぶつかる、遊ぶふりをして叩いたり蹴ったりする         

(4)  殴る、故意に物をぶつける                    

(5)  金品をたかられる                     

(6)  金品を隠される、盗まれる、壊される、捨てられる       

(7)  嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする  

(8)  ネット上で誹謗中傷やプライバシーの侵害などをされる  

(9)  けんかやふざけ合い（背景にある事情によってはいじめと判断し対応する） 

 ウ いじめの解消 

(1)  いじめに係る行為が止んでいること（少なくても３か月以上を目安） 

(2)  被害生徒が心身の苦痛を感じていないことを、被害生徒本人及びその保護者に面談等により確認

していること  

４ いじめの未然防止 

  (1) 学習指導 

    自己有用感、自己肯定感を育む授業、主体的・対話的で深く学ぶ授業 

  (2) 生徒指導 

    規範意識の醸成、帰属意識を高める集団づくり、望ましい人間関係づくり、ボランティア活動の充実、

配慮の必要な生徒への支援の充実 

  (3) 進路指導 

    進路活動をとおしたコミュニケーション能力の育成、保護者・地域との連携の充実 

  (4) 健康・安全指導 

    教育相談の充実、スクールカウンセラーの活用、メンタルヘルス講座の実施 

 

 

 



 

５ いじめの早期発見 

ア 全教育活動 

(1) ホームルーム担任は、ＳＨＲや昼休み、放課後などにおける生徒の動きや会話を観察する。  

(2) 教科担任は、授業中の生徒の動きや会話を観察する。また、授業に向かう際、授業を終えて職 

 員室に戻る際には、廊下での生徒の動きや会話を観察する。  

(3) 部活動顧問は、部活動中の生徒の動きや会話を観察する。特に休憩時間における生徒同士の雑 

 談に傾聴し、部員以外の生徒間のいじめ情報の入手に努める。  

(4) 保健室の養護教諭は、生徒のいじめの訴えを聴くとともに、生徒の会話の中から他の生徒間の 

 いじめの情報を入手する。  

(5) スクールカウンセラーは、生徒のいじめの訴えを聴くとともに、生徒の会話の中から 他の生 

 徒間のいじめの情報を入手する。 

(6) その他の教員も、放課後や学校外で本校生徒を見かけた際は、生徒の動きや会話を観察する。 

(7) 保護者とは緊密に連絡を取り合い、家庭内での様子の変化を敏感に察知し、いじめの早期発見 

 に努める。 

イ 調査等 

   (1) いじめアンケートの実施（毎週） 

  (2) 生徒からの聞き取り調査（アンケート結果により随時） 

  (3) 教育相談の実施（５月・９月・３月） 

  (4) アセスの実施（４月・９月）ほっとの実施（４月・10月） 

  (5) ネットパトロールの実施（通年） 

  (6) 校舎内外の巡回実施 バス停巡視（４月）、昼休み校舎内巡視（通年）、校舎外巡視（各月第１週） 

６ いじめを認知した場合の対応 

  ア 生徒への対応 

    (1) いじめられている生徒への対応 

     いじめられている生徒の苦痛を寄り添いながら共感的に理解し、安全安心を確保し、継続的に 

    支援を行う。 

(2) いじめている生徒への対応 

    いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめられている生徒への内面を理解し、   

    他人の痛みを知ることができるようにするため根気強く指導し、成長支援を強化する。 

(3) すべての生徒への対応 

    事案に応じて全校集会を開く等、いじめ問題が学校・学級全体に不安や恐れを感じさせないよ 

   うに配慮する。 

イ 保護者への対応 

(1) いじめを受けた生徒の保護者への対応 

     速やかにいじめの状況、本校の対応方針を連絡する。 

   (2) いじめている生徒の保護者への対応 

    事実を確認したら速やかに連絡・面談し、いじめの状況・対応方針を丁寧に説明し情報を共有する

とともに、指導の協力を求める。 

   (3) すべての保護者に対して 

    いじめをめぐる情報が事実と異なる内容で広がり、共通理解を図る必要がある場合等は、保護 

者説明会を開催することとする。家庭への情報提供等については、関係生徒の個人情報の取扱い 

に十分留意し、適切に行う。 

７ いじめ防止の指導体制・組織的対応 

  (1) 日常の指導体制 いじめを未然に防止し、早期に発見するための日常の指導体制を以下のとおりと

する。 別紙１ ※いじめ防止委員会の設置 

(2) 緊急時の組織的対応 いじめを認知した場合のいじめの解決に向けた組織的な取組を以下のとおり

とする。 別紙２ ※いじめ対策委員会の設置 

８ 重大事態への対処 

  ア 重大事態とは 

   「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い」（生徒が自殺を企図した場合等） 

   「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」（年間 30日を目安とする。） 

 イ 重大事態時の報告・調査協力 

    学校が重大事態と判断した場合、北海道教育委員会（留萌教育局）に報告するとともに、北海道教

育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。 



 

別紙１ 

日常の指導体制（未然防止・早期発見） 

 

                 
管 理 職 

 

      

      

     

      

 

 

            

 

           

           

     

  

 

 

・学校いじめ防止基本方針     ・いじめを許さない姿勢 

・風通しのよい職場学校      ・保護者・地域等との連携   

 

 
いじめ防止委員会 

  

【結果報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【定期開催】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

教育委員会 
 

 

 
・学校いじめ防止基本方針作成、見直し 

・年間指導計画の作成 

・校内委員会の企画、立案 

・調査結果、報告等の情報の整理、分析 

・いじめが疑われる案件の事実確認、判断 

・要配慮生徒の支援方針 

 

【緊急対応】 

 

 

 

 

 

いじめ対策 

 委員会 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未 然 防 止 
 

 

 

 

 

 

早 期 発 見 
 

 

   

◇学業指導の充実 

 ・学びに向かう集団づくり 

 ・意欲的に取り組む授業づくり 

◇特別活動、道徳教育の充実 

 ・ホームルーム活動の充実 

 ・心の通う人間関係を構築できる社会性の     

涵養 

 ・ボランティア活動の充実 

◇教育相談の充実 

 ・面談の定期開催 

◇人権教育の充実 

 ・人権意識の高揚 

 ・自他の生命の尊重 

◇情報教育の充実 

◇保護者・地域との連携 

 ・学校いじめの防止基本方針等の周知 

 ・学校公開の実施 

◇情報の収集 

 ・教員の観察による気付き 

 ・養護教諭からの情報 

 ・相談、訴え（生徒、保護者、地域等） 

 ・アンケートの実施（定期） 

 ・各種調査の定期的実施（複数回） 

 ・面談の定期開催（生徒、保護者等） 

◇相談体制の確立 

 ・相談窓口の設置、周知 

◇情報の共有 

 ・報告経路の明示、報告の徹底 

 ・職員会議等での情報共有 

 ・事案対処に関する校内研修実施 

 ・要配慮生徒の実態把握 

 ・進級時の引継ぎ 

 

 

 

 

  

 

  



 

別紙２ 

緊急時の組織的対応（いじめへの対応） 

 

 

 

 

いじめ認知 

 

 

  【重大事態を含む】 

 

 

 

 

 

 

生徒指導部長 

 

 

 

 

 

教 頭 

 

 

 

 

 

校 長 

 

 

 

いじめ対策委員会 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     【重大事態】 

 

 ◇構成員 

  校長、教頭、生徒指導部長、生徒指導部担当教諭 

   学年担任、養護教諭、関係教諭 

 

 ◇いじめ認知報告（全容解明） 

 ◇調査方針・方法等の決定 

   ☆目的、優先順位、担当者・期日等 

保護者 
 

 

 

 

 

 

調査・事実関係の把握・記録 
 

 

 

 

 

 

北海道教育委員会 

   

 ※複数で対応 

 

 

 

 ◇指導方針の決定、指導体制の確立 

   ☆指導、支援の対象と具体的な手立て 

   ・特定（被害生徒・保護者、加害生徒・保護者）※懲戒   

     ・一部（観衆、傍観者） 

   ・全体（全校、学年、クラス） 

地 域 

・民生委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 係 機 関 

・教育委員会 

・警察 

・福祉関係 

・医療機関 

・道立教育研究所 

  

 

 

いじめ解決への指導・支援 
 

 

  

 

 

 

継続指導・経過観察 
 

 

 
 

      ※指導・支援 

 

 

 

 

 ◇いじめ再発防止策の提示 

◇事態収束の判断 

   ☆被害生徒がいじめの解消を自覚し、関係生徒との 

   関係が良好となっている。 

  

 

 

日常の指導 

体制の充実 

 

 

 

収 束 
  

継 続 
                  対応継続 

 

 

 

  ※いじめは解消したが継続 

                                               した指導が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


